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整理番号 ｜ ター／

支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）光7

調査研究など政務活動を行うための謡所の賃借
目的

令和5年4月分賃借料
使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞ り91〃ロ

額 分で案分すると133， 50ア円になる。
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※案分による支出がある場合は、卸又書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 調査鵬蹟･W修費･広聴醗費･鶏謝靜翻貴･会議費･資料作潅･資料購ｽ費･事務費･函霊園･人'桧

内 容 事務所賃借料（4月分）

年月日 令和5年4月.1日へ令和5年4月29日 金額 66,,75＃円

尋
嘩

の理由

活動･後援会で

使用のため

ｰ犀一一＝､、ー〃

133,5”円

案分率仏）

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

66， 754円
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支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

F

目的
塞葡1葬矛〒弓秀冷の趣意h壬嘩
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使途
令和5年4月分リース料

県政との

関連性

く飼梗書貼付枠〉

月額リース料53,000円から政務活動費対象外経費を除く48,668円の1/2相当額を請求する。
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ダ年以月整理番号:弾号以参照

分

と後援会で案

領収書金額(a)

”,クダヶ円

零丁李山ノ
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政務活動費支出額(a×b)
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支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

案分の理由 ｜ 領収書金額(a) | 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

政務活動と後援会で案

分

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額、

記入すること。 ‐
案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

経費項目 司箔研籟･研修費･風諏潮費･要請熊鶚鱸･会議･野H愉蹟･資料購入費･認･事諏漬･人件費

内 容 自動車リース料（4月分）

年月日 令和4年4月11日へ令和 年 月 日 金額 24,334円

目的
ⅣHロー』吻Iソu”字一…1H…今 14／Jl－r〆画一．'シ一Jｰ

使途
令和4年4月分リース料

＝q河H…

県政との

関連性
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月額リース料53,000円から政務活動費対象外経費を除く48,668円の]/2相当額を請求する。

48,668円×1個＝坐334円
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48,668円
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％ 24,334円



株式会社日産うけﾆﾉｮtﾘﾚｻｰピｽNISSAN 契約成立日及びご契約車両に関する通知書

〒424-0057

静岡県静岡市清水区堀込■■■■■
2019年12 月 23 日

林芳久仁様
株式会社日産フィナンシヤルサービス
リースセールスセンター
TELO120-999-235 .

日産フィナンシャルサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

日産Bi zリースプラン契約に基づき、下記条件の通りリース自動車を通知します。

尚、本通知書はご契約が満了になるまでお申し込みの内容とともに大切に保管していただくようお願い致します。

契約番号

契約成立日 2019年 12月 03 日

、

､

f華噸1勤鋤鐸騨癖自瑳剛議穰明自詞匪零蕊明

車 名

罵細蕊謹誉蕊雪蕊蕊講霊議鶏議識慧蕊蕊謹畠鑿霧雲議蕊蕊蕊零蕊篝蕊鑿蕊蕊謹
1500G CVT. 15G 5ドアワゴ

型 式

登録番号

車合番号 ■■■■■■■■■■■■■■■

年 式 2019 .年式

塗 色 ピターショコラ(P)

使用の本拠地
静岡県静岡市清水区堀込

■■
霊(菅酌巖ﾘ鐸詳露鞠ボ藍

リース開始日

リース満了日

閲……
019年 12 月 20 日

023年 12 月 19 日 48ケ月

銅遜鰯j…調鍛、料鍛k漸■ ■ 寺一マーー甲 侭鵠聴窯…■■ ■ご■一ローロマ■ L■､声抑■ …肖養謡i識鰐義開罐目涛蒲茄溌巻饒籟諺蕊侭雲譲常譲簔鑿
消費説 1入 ． 消著ラ i椎 消曹税

月顎リース料

(均等払い）
53,000,円 48， 182円 ↓ 4，818円

総額リース料 2,544,000円 2,.312,736円 231,264円
屯

支払方法

I

自動振替

洙式会社日産フィナンシヤルサービスの金融機関口座に次のお客様の金融機関口座

6､ら振替えるものとします。

■■■■
支払日 第 1 回～第 2 回 2 ケ月分 2020年2 月10日支払

第 ＊＊回～第拝回 ＊＊ヶ月分 －年稗月＊＊日支払

第 3 回～第48回毎月リース料2020年3 月から毎月10日支払

最終回リース料…＊年拝月＊＊日支払

前払いリース料…2年秤月拝日支払
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林芳久仁様

蘓電輝蕊鍔享勢壱齋謬
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日産プリンス静岡販売㈱

、 損保ジ材Wﾝ日本興亜

＜保瞳期間＞令和2年 1月12日～

＜ 型 式 >Z12

令和8年 1月12日(4年閲）

＜個人披保険者＞ ＜初度登録＞令和1年12月

く料卒ｳﾗｽ>車両-6 対人－8 対物－7 傷害－7

<本土／沖制>本土 ＜ 区 分 ＞ﾉﾝﾌﾘｰﾄ

:"鷺/鮫瀧$■
＜その他割増引＞新車割引

一

I

４４

プﾗﾝA ，
THEクルマの保険／

（ ， プラン日ノ．
雫凋匡一ク ｣塚の偲吟FH1臣．幻｣レマの俣時罪塁匡一室Jレマの1暴険

鶴議鶴議
YI Inエニ ソノレYW匪医ノ ﾛ

一

I

》 運唾者限定（本人・配偶者）
35幾以上補償

‘ 霞鵜
一
一
一 燭物全損時…費用特約

l限
－

1 癖1限(自吾負担邸

妬制限
一

万円）

§嬢§嬢
I｜

辮総
劇物割対物全損時隆昌鰯費用特約

》
／

ロー陣ｼｽﾀﾝｽｨ輔，

勢蜘
自損亭故傷害,諦保険軍備害. オ
リシー

1紗．

甘法1 舌払 ． ／一壗封．

保険料

／

｛菱""” ／／
杣迅方崖2 ． 、ノ 〆

保険料 "'鯵扇向

＜記名被保険者＞ （お名前）林芳久仁梯

(始期時年齢） 75歳
(区分〉個人
(生年月日）昭和19年6月3日

＜ 草名 ＞キユワ。

＜登録番号＞

＜用途軍狸＞自宗用小型彙用車

＜業務専用車＞非験当

学

確躯ください



NI三三AN
n画ｺ F昼』u (お客さま控え) 申込年月日 年 月 , B

日産Bi z･リースプランお申し込みの内容 厩辮人ご陀入欄愚－スー眉1
貸霊人（乙〕

千宗県千雷市薗浜区中訟二丁目6番地' . F亜雨尋両丙蓉喜ｴﾏ電原再万五扉禧茗ｱ霧雨芯ﾏで秀家T司
株式会社日産フィナンシヤルサービス

代表取純役内村直友

甲及び速帝保I正人は、裏面記敵の「個人慣躯の取扱に閨する同冠条項」 ’二同窓の上､下記自助車のリースについて､下記栄件及び再而叩齢のﾘｰｽ契約
条項の通り乙に申込みます．

お申込人(甲)

霧
住所 ﾊﾔｼﾖｼｳﾆｰ

氏名 耐職員約香に
回巳のうえ戻印を

ご芭印くどさい､

騨系

生年月日 面層 年 月 日

盃12 ．

囚人1月粗の取扱に叫丁心＝犀TI

甲抜ぴに逗芳停碇A力喫的された率実'二閃する情咽I士．与u

判断及び与睡の笹理のため、リース会批1，里する四人

恒用価組捉閏に量比され.自瞳但閲の麺且与唾名及び画上
哩田上亜媒する回人侭凪1馴日促閏の堅旨蚤＝言により利N

されます．

粋氾内容I土木部正雨鞄韓国司氏の「個人1月粗の取狐'二G

する同冠桑項Jでご砠皿<超さい.

ご蹄1

土巫而i士理抽席介桧l＝画酌師肉星舎BEE、』Zl か雰而'二かL

お守椋用

師専q壮コード 君宰所コード

1141Z O41

m笠雪極祁ロ

■■■■■■
茜韓番号

！

人旺保
者

帯
定

逗
子

連帯俣IF人

予定者住所

RHpp国駒劃二 氏名
日居のうえ冥印を

ご愉印ください．

住所

氏名 酎仏買約毎に
pその9凡寓印を

ご陶印ください,

屋禽

生年月日

電18

日月

衾
年
館

胞
生
低

西暦 年 月 日居西
一

年 月 日

』

8

■■sglgKA1g5

改訂版2011JBlZﾘｰｽプﾗﾝ L100-88-1ZF2､I 肪問腹売の場合でも､自動車リースにはクーリングオフの適用はありま･せん。
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雄転
定期点極

リース剛問中に車検時期が到来する喝合のみ

エンジンオイル異桧

卑検･点検時の油脂弧勺胴粍部品の璽艮

一股修理

バッテリー

又タイヤ

冬タイヤ

詳代草（一敗侈理時に.日目より揖眠） ､

厚伎代軍特約伽厭軍偵時に初日より提供)
昼偏it軍特約（定期点検､-畑修理時に初日より提晩）

1白サービス

哩
牌

賦
故

写
本

念食れる4の『土0．古まれはいものは鷺

《保陀今#tと共に協力し劫

（盗鈍･全蜆平故を除く平故修理中に担供）

配事項

宕ｵJ･方民 自助振智

zの金副厘即日届に甲把孟､今印睡闇n面

から掻智えるものとする． ．

支払日 『契約尿奇同及びご奥約車両に問する血釦唇」の通り

含まれるおのは0．含まれない心のは蛍

｢5~]畳峰跨愛用

｢5~]自助早職(凪境性”〕
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回
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「R1JAF受用

｢5~]自助草保険(内容I*(9)の通り）

｢ﾇｰ]ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･その他サービス(内容Iﾕ（8）の週り）

キューブ 1
車 名 1BG

5ドアワ雲

OOG CVT

且 式 TDUAR、 尋1Z EDC A－－－－

竪叩塞号 r契駒hF竹目 ゞご具釣竿両に問する掴帥寺」の通り

車台番号 ｢契釣群方ﾛ ﾒご契的互両に間する皿知魯』の通り

年式 割ﾛZ年式

換色

恒用の執地

ピターショコヲ（P）

■■■

正珀暁砲1

２
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位
陣
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揮

仕
仕
仕
仕

軍
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早
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目
屈
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極

バゥクピユ堯二ター

ウィンドウ桧水1Zヶ月

マワドガード

6イャーズコート

ETCセットアプブ

ETCユニヮト（BM1ロ

ナビゲーションシステム

ドヲイブレコーダー

ペ→ワクバワク

－81

a

画
保肱碩碩 THETHEクフ

五用料軍 ノンフリート

酎引誹社保険霊70配以上断厚副ﾖ

年令ゑけ 。5才未屑不担保

■■
他

名
故卒

１
１

噸
顕

Ｊ
１

人
物

対
対

随且君侭香（1 名〕 萄万円

人身腎客 （1 名) 5．m0万円

特約け密

戸ﾛ鰹企

免責

(1事故)

対価全揖住狸持姉氏用 ロードアシスタンス

鷲農籠溌｡万他他軍退転特約
人丹悟客車ﾀ檸故将帥
4月＝』旦稚SE－Dr，j回去而壺

車両星件五両保険なし 免氏 0－0万円
1年度 “万円 5年臣 韓万円

2年信 韓万円 ｡年度 鰐目
3年度 弾万円 7年辰 ”万円4年度 韓万円 B年尻

鴨約付帝

甚面リース呉約条項のとおりとし.･木具釣に係るr班在旧零金基本

lま次のとおりとします．

肌定狼昇金基本面 2.746, 115円

L

皿

ﾘｰｽ刷姶日 年 月 日

瓜丁日 年 月 B 48 ヶ月 月平均 1p500km以内

月皿リース料
〔均寄払い） 6ﾕ.000円 40.1BZ円 4,81B円

ﾘｽ癖4”"個一ｨ瀦群"j増単’
,2jj6,i"W""-"663"
蛾《〃円x%=zMjjZ"(月潟、蝿）

6/財9
J

『 『

焼UIリース料 2‘544,0m円 2.312.736円 231,264円 〃 "､ｰ、矛ぢ片二日。。舎了牙員■■■■ 椹粟番号l■■■■■
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轄理番号 一、3
支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

資料等のコピー
目的

令和5年4月請求分コヒ暹料
使途

政務活動・

県政との

関連性

調査活動、県政関連資料などの作成
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案分の理由

政務活動・後援会で

使用のため。

領収書金額(a) 案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

1／2

1,60!/円％3,203円

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目

勺

誌研霜･研修費･広聴騨費･要識儲諦蹟･会議費･厩雨･資轤入費･事務費･蒻弼漬･人件費

内 容 コピー料

年月 日 令和5年4月13日～令和 年 月 日 金額 /, 6o/円

現金 V

小切手

相・殺

手形

振込



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

一令和5年4月13日～令和年．月日金額

【

"

’

1

領 収 証
N9 029170

〃

Ｐ
あ
が
り
唖
１
１
４
刊
叩
ｊ
ｒ
ｈ￥輿, ／＜8

但 βBパッ7’臓荊金
入金日_>QJS年賀月／S) 日上記正に領収いたしました==－－ ､

｜
ﾄ

I

』

ｊ
ｊ
５
ｊ

く
く
ｌ
く

４
４
６
２

５
５
５
８

０
０
０
０

一
一
一
一

３
３
Ｊ
２

９
１
２
３

４
１
１
０

６
４
７
１

６
９
３
０

４
７
２
８

９
０
７
８

臥
臥
Ｆ
Ｆ

Ｘ
Ｘ
岨
岨

ｊ
Ｊ
５
ｊ

く
く
Ｉ
く

㈹
㈹

８
２
２
０

５
４
６
３

０
０
０
０

５
８
１
８

５
５
５
８

３
３
Ｊ
２

４
０
８
７

４
４
６
２

６
６
４
０

１
４
４
１

皿
睡
皿
皿

岬
頤
癖
雑

罰
舜
蝿
溶

極
極
蝿
嘩

志
蒜
諏
祗

銅
細
翻
唾

ノ
ノ
ノ
ノ

〒
〒
〒
〒

４
４
４
７

０
０
０
０

一
一
一
一

４
４
１
３

２
２
７
３

０
０
３
３

３
３
６
５

１
１
０
０

麹
翻
諦
詞

紺
鮒
畳
広

０
０
田
島

Ａ
伽
事
事

〃 、
’
1

、 ・哩司罰

案分の理由

政務活動・後援会で

使用のため。

領収書金額(a) 案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

1／2

4,158円 ％ 2,079円

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞｵ1該当欄に

、記入すること。

整理曾

経費項目

内 容

年月 日

目的
インターネットの環境保守対応

使途 ~ﾛ4.Hu､十坐ノブ同月旬､刀'不可何- ( ､7剛天用〃~ノ

政務活動

県政との

関連性

●

現金 V′

小切手

相殺

手形
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様式第1－1号

『＝－「軍~ご~了司
支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

山
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ゴ
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密

※案分による支出がある場合は､領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 調部暁費･研修費･広聴広籟固雰調靜翻貴･会議･資料ｲ愉蹟･資*鵬入費･函･事翻漬･人件費

内 容 FAX･インターネット接続料(4月分）

年月 日 令和5年4月13日～令和年． 月 日 金額 /,与るク円

目的
政務活動を行うためのFAX・インターネットの利用のため

、使途

県政との

関連性
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様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

謡1＜

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。
〆

整理

会の趣旨．

目 的

『

｡ lアヂミ~Lの人々かろま己まな遅いと末り越えエヲ誓仔し、地琢上のめbゆわ生命の…琵寸

り育てようとする世界」を目指す6

主に、アジア・太平洋池或で農村開発や環境保全活動を展開している。

会の活動

内容等

･国内では、農林業体験やセミナー開催などを通しての啓発活動や、植林および森林整備

による環境保全活動をしている。

･国内外の活動への支援（ベルマーク・古本・書き損じはがきや募金など身近にできる活

動を行う｡）

･講演会開催やイベントへの招待
口 「澁豐士寿甫班七手情rぐう－乃K､ ， 升掌＝、ダニ･ ノー寿十T､芦捧 血肘

政務活動．

県政との

関連性
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と進め環境向上に努める一方､県行政への要望事項もあり、森林環境を守っていく支援を

要請していく。
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2023年4月吉日

林芳久仁様

オイスカ公益財団法人
間
孟
鯆
国

柄
戸
ガ
イ
ス
カ

零
両
県
雪
託

周
二
時
辿
匡

理 事 長

静岡県支部会長

中野悦

2023年度賛助会費納入について（御依頼）

謹啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当法人の推進する国際協力活動に

対し、ご理解とご支援を賜り心より感謝申し上げます。

さて、近年の国際情勢の動きに伴い、 日本の国際社会における取り組み課題も多大になってきて

おります。当法人は皆さまからのご寄附や会費を基盤にアジア太平洋諸国をはじめとする41の国

と地域で活動を推進しており、引き続き日本の国際協力団体としての役割を鋭意貢献していく所存

です。これまでコロナ禍においては国内外で活動が制限されてきましたが、終息に向かい従来の活

動が実施できる状況が整いつつあります｡活動は､広報誌、ソーシャルメディア(SNS)、等を通じて、

多くの方々に情報発信していくのと同時に、当法人で企画する報告会やイベント出展等も積極的に

実施したいと考えております。

、

つきましては引き続き賛助会員としてご支援のご理解とご協力いただき、ご支援を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

2023年度賛助会費¥25,000-

、 但し、 2023年度会費￥20,000-、静岡県支部費￥5,000-として

【銀行振込の場合】 （口座名義） 公益財団法人オイスカ静岡県支部会長落合偉洲
静岡銀行 名塚支店 普通 （口座番号) 0029906

スルガ銀行 浜松支店 普通 （口座番号) 1449211

清水銀行 本店営業部 普通 （口座番号） 2502818

浜松いわた信用金庫 三和支店 普通 （口座番号） 0442325

【コンビニ、郵便払込の場合】

同封の用紙をご利用下さい。

【優遇税制】 確定申告の際、所得税の寄附金控除の対象となります。

また、各都道府県・市区町村の定めにより住民税寄附金控除の対象になる場合もありますので、お
住まいの住所のある自治体へお問い合わせください。

※受領証が申告の際必要です。なお、受領証の再発行はできません。

【会計年度】 4月1日～翌年3月31日となっておりますも

【連絡先】 公益財団法人オイスカ静岡県支部

〒431-1115浜松市西区和地町5815番地

Tel O53-401-3980/FaX O53-401-3981 e-mail:shizuoka@oisca.org

以上



公益財団法人オイスカ定款

第1章総則

（名称）

第1条この法人は、公益財団法人オイスカ（以下「この法人」 という｡） と称し、 （英文

ではOrganizationmr lndusbial, Spiritual andCulturalAdvancemenカー

International,Japan(通称=OISCAJapan)と称する。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。

（目的）

第3条この法人は、国連経済社会理事会の諮問資格を有するオイスカ・インターナショ

ナルの理念と精神に基づき、開発途上諸国に対する産業開発協力事業の推進及び地球

環境保全等に関する事業を行い、これら諸国との友好親善及び広く地球社会の持続可

能な発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1公益目的事業

（1） 開発途卜諾国での持続的な農山漁村の地域開発協力事業

（2） 開発途上諸国を中心に世界各地での環境保全及び環境教育推進のための「子供の

森」計画事業

（3） 開発途上諸国の持続的な地域開発推進のために受け入れる産業研修員の人材育成

技術協力事業、及び外国人技能実習生受け入れに伴う職業紹介等の事業

（4） 国際相互理解の促進、及び地球社会の持続可能な発展のための啓発普及事業

（5） 開発途上国等における災害発生時の緊急支援、及び復興支援事業

（6） 前各号の事業に必要な施設の設置運営及びその他この法人の目的を達成するため

に必要な事業

2その他の事業

この法人は、公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行うことができる。

（1）不動産賃貸業

（2） その他前項各号に定める事業に関連する事業

1



3前第1項及び第2項の事業については、アジア太平洋地域を主とした世界各国及び

本邦各地において行うものとする。

（事業年度）

第5条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（規律）

第6条この法人は、評議員会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正か

つ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努める

ものとする。 ﾉ

第2章財産及び会計

（財産の種別）

第7条この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2基本財産は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、 「一般社団・財団

法人法」という｡）第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行うため

に不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

3その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4公益認定を受けた日以後に、公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めず寄附

を受けた財産については､その50％又はそれ以上を公益目的事業に使用するものとし、

その取り扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

（基本財産の維持及び処分）

第8条基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議

員会の議決を経なければならない。

（財産の管理・運用）

第9条この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決

議により別に定める資金運用規程によるものとする。

2 この法人は、株式を保有しないものとする。

（事業計画及び収支予算）

第10条この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し

2



た書類は､毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し､理事会の決議を経て、

直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日まで

に行政庁に提出しなければならない。

（事業報告及び決算）

第11条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書

類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において

承認を得るものとする。

（1）事業報告書

（2）事業報告の附属明細書

（3）貸借対照表

（4）正味財産増減計算書

（5）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

（6）財産目録

2前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しな

ければならない。

3 この法人は、第ユ項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、

貸借対照表を公告するものとする。

（公益目的取得財産残額の算定）

第12条理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48

条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額

を算定し、第63条第エ項第10号の書類に記載するものとする。

（長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け）

第13条この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって

償還する短期借入金を除き、評議員会の議決を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を

経なければならない。

（会計原則等）

第14条この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うも

のとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程

によるものとする。

３



3特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取

扱いについては、理事会の決議により別に定める特定費用準備資金等取扱規程による

ものとする。

第3章評議員及び評議員会

第1節評議員

（定数）

第15条この法人に、評議員7名以上13名以内を置く。

（選任及び解任等）

第16条評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2評議員の候補者は次により選出する。

（1） 個々の評議員の推薦による者

（2）理事及び監事の推薦により理事会の承認を経た者

3評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

（1）各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分

の1を超えないものであること。

イその評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

口その評議員と#融因の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハその評議員の使用人

二口又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財

産によって生計を維持しているもの

ホハ又は二に掲げる者の配偶者

へロから二に掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする

もの

（2）他の同一団体（公益法人を除く｡）の次のイから二に該当する評議員の合計数が評

議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ理事

ロ使用人

ハ他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

のある者にあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者

二次の団体において職員である者（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除

く｡）

①国の機関
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②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定

する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人又は認可法人

3．評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の

数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数

が評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員

には監事及びその親族その他特殊の関係にある者が含まれてはならない。

4評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

5評議員に異動があったときは、 2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、

遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

（権限）

第17条評議員は、評議員会を構成し、第21条第1項に規定する事項の決議に参画す

るほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

（任期）

第18条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2評議員は、辞任又は任期満了後においても、第15条に定める定員に足りなくなる

ときは､新たに選任された者が就任するまでは､その職務を行わなければならない。

（報酬等）

第19条評議員は、無報酬とする。

2評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の

報酬並びに費用に関する規程による。

第2節評議員会

（構成）

第20条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第21条評議員会は、次の事項を決議する。
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(1)役員（理事及び監事。以下同じ）の選任及び解任

(2)評議員の選任及び解任

(3)役員及び評議員の報酬等の総額及びその支給の基準

(4)定款の変更

(5)各事業年度の事業報告及び決算（計算書類）の承認

(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(7)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

(8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

(9)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの

定款に定める事項

2前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第24条第1項の書面に記載した

評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。 ．

（種類及び開催）

第22条評議員会は、

2定時評議員会は、

3 臨時評議員会は、

定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

必要がある場合には、いつでも開催することができる。

（招集）

第23条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理

事長が招集する。

2前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の

理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければな

らない。

（招集の通知）

第24条理事長は､評議員会の開催日の1週間前までに､評議員に対して､会議の日時、

場所、 目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることな

く、評議員会を開催することができる。

（議長）

第25条評議員会の議長は､その評議員会において､出席した評議員の中から選出する。

(定足数）
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第26条評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

（決議）

第27条評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及び

この定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。

2次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の

2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

（1）監事の解任

（2） 定款の変更

（3） 基本財産の処分又は除外の承認

④その他法令で定められた事項

（決議の省略）

第28条理事が､評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案

について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同

意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったもの

とみなす。

（報告の省略）

第29条理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合におい

て、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が

書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への

報告があったものとみなす。

（議事録）

第30条評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなけれ

ばならない。

2前項の議事録には、議長及びその評議員会に出席した評議員の中から選任された

議事録署名人2名、並びに出席した代表理事が記名押印するものとする。

（評議員会運営規則）

第31条評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、

評議員会において定める評議員会運営規則による。

７



第4章役員等及び理事会

第1節役員等

（種類及び定数）

第32条この法人に、次の役員を置く。

（1）理事7名以上13名以内

（2）監事2名以上3名以内

2理事のうち2名を代表理事とし、 3名以内を一般社団・財団法人法第197条が準

用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

3代表理事のうち、 1名を理事長、 1名を副理事長とする。

、4業務執行理事のうち、 1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。

（選任等）

第33条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は､ ･理事会の決議によって理事の中から選定する－．

3前第2項で選定された代表理事より理事長及び副理事長を選定する。

4理事会は、その決議によって第2項で選定された業務執行理事より専務理事1名、

常務理事2名以内を選定することができる。

5監事は、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人を兼ねることができ

ない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

6理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で

定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

7他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係

にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分のユを

超えてはならない。監事についても同様とする。

8理事又は監事に異動があったときは、 2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行

政庁に届け出なければならない。

（理事の職務・権限）

第34条理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の

執行の決定に参画する。

2 .理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3副理事長は、理事長と共にこの法人を代表し、理事長を補佐する。

4専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

5 常務理事は、 この法人の業務を分担執行する。

6業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。
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7代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務・権限）

第35条監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行存藍杏し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するこ

と。

（2） この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算

書類及び事業報告等孝藍杏すること。

（3）評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。

（4）理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める

ときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

（5）前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求するこ

と。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週

間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招

集すること。

（6）理事が評議員会に提出しようとする議案､書類その他法令で定めるものを調査し、

法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その

調査の結果を評議員会に報告すること。

（7）理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為

をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法

人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめ

ることを請求すること。

（8） その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

（任期）

第36条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3役員は、第32条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了

後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなけれ

ばならない。

(解任）
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第37条役員が次のいずれかに該当するときは､評議員会の決議によって､解任するこ

とができる｡ただし、監事を解任する場合は､議決に加わることのできる評議員の

3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

（1）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

（2） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる

とき。

（報酬等）

第38条役員は､無報酬とする｡ただし､常勤の役員には報酬を支給することができる。

2役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3前2項の報酬の総額及び支給の基準は、評議員会の決議により別に定める役員及

び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

（取引の制限）

第39条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を

開示し、理事会の承認を得なければならない。

（1） 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

（2） 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

（3） この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における

この法人とその理事との利益が相反する取引

2前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しな

ければならない。

3前2項の取扱いについては、第55条に定める理事会運営規則によるものとする。

（責任の免除）

第40条この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111

条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決

議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度

として、免除することができる。

（会長）

第41条この法人に、名誉的立場の会長を1名置くことができる。

2会長は、理事会の決議を経て、推戴する。

3会長の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い

をすることができる。
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（顧問）

第42条この法人に、 10名程度の顧問を置くことができる。

2顧問の委嘱は、理事会において決議する。

3顧問の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い

をすることができる。

4顧問の任期は、委嘱後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。

（参与）

第43条この法人に、20名以上30名以内の参与を置くことができる。

2参与の委嘱は、理事会において決議する。

3参与の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い

をすることができる。

4参与の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。

（会長及び顧問・参与の職務）

第44条会長及び顧問・参与は、理事会又は代表理事の諮問に応え、理事会又は代表理

事に対し、参考意見を述べることができる。

第2節理事会

（設置及び構成）

第45条この法人に理事会を設置する。

2理事会は、すべての理事で構成する。

（権限）

第46条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

（1）評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

（2）規則の制定、変更及び廃止に関する事項

（3） 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

（4）理事の職務の執行の監督

（5）代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任すること

ができない。

（1）重要な使用人の選任及び解任

11



ｊ
ｊ
ｊ

２
３
４

ｌ
く
く

重要な組織の設置、変更及び廃止

内部管理体制の整備

第40条第1項の責任の免除

（開催）

第47条理事会は、毎事業年度3回以上開催する。

2理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請

求があったとき。

（3） 前号の請求があった日から5日以内に､その請求があった日から2週間以内の日

を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理

事が招集したとき。

（4）第35条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監

事が招集したとき。

（招集）

第48条理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集す

る場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2前条第2項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は、

監事が理事会を招集する。

3理事長は、前条第2項第2号又は4号前段に該当する場合は、その請求があった

日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理

事会を招集しなければならない。

4理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的である事項を記載した書面を

もって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければなら

ない。

5前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続

を経ることなく理事会を開催することができる。

（議長）

第49条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（定足数）

第50条理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
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（決議）

第51条理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を

有する理事を除く理事の過半数が出席しtその過半数をもって行う。

（決議の省略）

第52条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、そ

の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（報告の省略）

第53条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し

たときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2前項の規定は、第34条第7項の規定による報告には適用しない。

（議事録）

第54条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席し

た代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

（理事会運営規則）

第55条理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理

事会において定める理事会運営規則による。

第5章定款の変更、合併及び解散等

（定款の変更）

第56条この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2

以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条

に規定する事業及び第16条に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第59条

に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。 ．

2前項にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは、第3条に規定する目的、第

4条に規定する事業及び第16条に規定する評議員の選任及び解任の方法について、

変更することができる。

3公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益認定法」 とい

う｡）第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、そ

13



の事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

4前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければな

らない。

（合併等）

第57条この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2

以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は

一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならな

い。

（解散）

第58条この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で

定めた事由により解散する。

（公益目的取得財産残額の贈与）

第59条この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する

場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く｡）において、公益

認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当す

る額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、評議

員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体

に贈与するものとする。

（残余財産の処分）

第60条この法人の解散等により清算するときに有す~る残余財産は､評議員会の決議に

より、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認

定法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公

益法人等に該当する法人に寄附するものとする。

第6章支部及び委員会等

（支部及び委員会等）

第61条この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、

支部及び委員会等を設置することができる。

2支部会長及び委員会等の委員等は、理事会において選任及び解任する。

14



〆

3支部及び委員会等の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、評議員会及び理事
I

会の権限に抵触しない範囲で、理事会の決議により別に定める。

第7章事務局

（設置等）

第62条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2事務局には、所要の職員を置く。

3重要な職員は､理事会において選任及び解任する｡

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に

定める。

（備付け帳簿及び書類）

第63条事務所には、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておか

なければならない。

（1）定款

②理事、監事及び評議員の名簿

（3）認定、許可、認可等及び登記に関する書類

（4）定款に定める機関の議事に関する書類

（5）財産目録

（6）役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

（7）事業計画書及び収支予算書

（8）事業報告書及び計算書類等

（9）監査報告書

（10）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれら数値のうち重要なものを記載し

た書類

（11)その他法令で定める帳簿及び書類

2前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第65条第

2項に定める情報公開規程によるものとする。

第8章賛助会員

（賛助会員）

第64条この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができ
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る。

2賛助会員に関する必要な事項は、理事会及び評議員会の決議により、別に定める

賛助会員に関する規程による。

第9章情報公開及び個人情報の保護

（情報公開）

第65条この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、

財務資料等を積極的に公開するものとする。

2情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程に

よる。

（個人情報の保護）

第66.条．この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする6 ．． ・ 『

2個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報

保護規程による。

（公告）

第67条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により

行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（以下「整備法」という｡）第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から

施行する。

2整備法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登

記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度

の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙役員名簿記載のとおりとす

る。

4 この法人の最初の代表理事は■■■■■■■■業務執行理事は■■■■■■ロ
ーする。
5平成25年8月20日一部改正
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様式第1－2－号

整理番号 ’ 4－－ク

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は､按分の理由、須侠書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ
ぞれ該当欄に記入すること。

「

ｰ

会の趣旨．

目的

会の活動

内容等

支援協力

・ドナー、患者及ぶその家族に対する支援活動

政務活動。
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令和5年4月10日

静岡骨髄バンクを推進する会

賛助会員各位

静岡骨髄パﾝｸを推進する会

会長古屋正義

令和5年度総会ご出席並びに年会費納入について

（お願い）

拝啓日頃は当会の活動に対してご理解とご協力をいただきありがとうございます。

骨髄バンクを介した非血縁者間骨髄移植は､令和5年2月末で累計27,429例となっており､毎月100例前後の施術

実績をあげるまでになりました｡これもお力添えをいただく多くの皆様のお陰と感謝いたしております。

当会も平成4年度に活動を開始して以来｢一人でも多くの患者さんに生きるチャンスを｣という原点を元に今後とも活動

を継続していきたいと思っています｡引き続いてのご支援をよろしくお願いいたします。

さて本年も｢定時総会｣を下記のとおり開催いたします｡ご多忙中のところ恐れ入りますが､是非ご出席いただきたく
ご案内申しあげます。

敬具

記

1 日時令和5年4月29日 （土･祝日） 受付13:30～開始14:OO~

2場所静岡県総合社会福*I卜会館シズウエル 1F101今議宰

3出欠席の連絡同封いたしましたハガキに寄りまして､出欠席のご予定をお知らせください。

なお､ハガキは｢委任状｣になっております｡総会成立のため､ご欠席の場合も必ず

「委任状｣にご記入の上ご返送いただきますようお願いいたします。

以 上

記

会 費 1n¥5,OOO(複数可）

ご入金方法 郵便振替(同封の振替用紙にて）

名古屋-8-38502

静岡銀行 県庁支店(=)0260669

しずおか焼津信用金庫本店営業部(普)0286427

＊いずれかの場所にてご入金くださいなお当日のご入金も受け付けております。
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静岡骨髄バンクを推進する会会則

第1章総則

本会は｢静岡骨髄バンクを推進する会｣と称します。

､本会は事弱所を蹄岡市葵区駿府町1-70静岡県総合社会福祉会館｢’

本会は眼民の骨髄移植に対する理解の促進と骨髄提供登録者(ドナー）

〈名称）

(事務所）

（目的）

（事業）

条
条
条
条

１
２
３
４

第
第
篦
第 本会は前条の目的を達成するために､.静岡県内において次の事業を行｜

(1)． 〈財)骨髄移植推進財団､日本赤十字社､地方自治体等が行う骨i
啓発､広報宣伝活動並びに骨髄提供者の募築業務に対する支授

（2）、捜関紙､広報酷､バﾝﾌﾚｯﾄ等の発行､送配布､並びに学習会開
方法による普及啓発､広報迩伝活動 ．

(3).ドナー､患者及びその家族に対する支援活動
(4)‘医療･検査機関及び患者負担金の軽減､医撤保険の充実を求め馬
⑤. .その他本会の目的達成の為に必要な活動

2本会の事票年度は4月1日に始まり､3月31日に終わります。 。

節2章会員．

第5条 （会員） 本会は会の目的に賛同し､入会手縦きを行った者を会員とします。

鰯6条（会員の種類)本会の会員は正会員と､資金援助をして敵ける個人又は団体の賛助会．

鰯7条 （会費） 会員の年会費を次のとおりとします． ．
。 (1)．正会員字一一一一 2，OOO円 ．

但し､学生－－－－ 1， .OOO円 ．
(2).賛助会員一一一一1口5，000円

第8条 （退会） 会員は次のいずれかに肢当したどき､退会するEととします。 ．
(1),退会届を会畏に提出したとき
(2)．年会費を2年間以上未納のとき ．. . ： － ．
(3).会の名誉を侮つけたり秩序を乱すような不適切な曾動があったとそ

阻決により退会を命じることがあります。

第9采（会費の返還)会員は退会に際し､既納の年会費の返還鯖求はできないこととします。

第3章．役員． 、

第10条: ･ <役員） 本会に次の役員を総きます｡
(1)，会長 1名．

。 （2）、運営霞員長 1名
(3)．副会長 、 若干名
(4).､事務局長 ．1名 ．
．(5)．運営委員 若干名． ．
(6)‘監事 若干名 ．

ざ ･ ･

第11条(役員の選出)本会の役員は総会において退出します。 ． 、
’ 2年度中途に会長を除く役員の解任及び欠員補充､又は増員を行うとき13

第'2条(役員の任務)役員は本会の目的を遂行するために､それぞれの任務を担当します。
(1).会長は本会を代表します。 ． .．

I ・』 FF:R ノア･ l l ・ノ |n7
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(2).運営委員長は邇営霊員会の責任者として事粟及び活動の実施を：
会長が指名した役員が任務を代行します｡(監事を除く)。

(3)．副会長は会長を補佐し､会長に事故あるときはその任務を代行し:
<4)，事務局長は本会の事務処理を遂行し､事務局長に事故あるときけ
，代行します｡(監事は除く） ． 。 ．

(5)．運営雲員は本会全体の運営について4運営委員会において協醗I
遂行します。

(6)，監事は本会の会計を監査し､総会において報告します。

第旧条(役員の任期)役員の任期は1年間とします｡‐
但し､再任を妨げません。

’2.年度中途に還出された役員の任期は総会前日までとします．

第14乗 （顧問） 本会に医師､学蹴経験者等の顧問をおくことができます。
2顧問は､運営委員会の議決を経て会畏が委嘱します。
3顧問は､会長の諮問に応じて総会､､迩営妾員会等に出席して意見を述綬

第4章槻関 一 ・

第15乗 （機関） 本会は総会､運営婁員会､事務局会認をもって機関とします。

篦16条 （絶会） 総会は本会の最高隠決槻閼であり､本会の運営に関する重要事項を溌
2総会の開催は原則として年1回､4月とします。
但し､運営婁員会の議決､又は会員の過半数の要請があったときは臨脹

， 3総会は.委任状を含む会員の過半散の出席をもって成立します。
4総会の融決を要する事項は次のとおりとします。
〔1>・事業報告並びに事紫計画の承認 ．
(2)，会計報告並びに予算の承認 ・
(3)．役員の遡任
(4)j会則の改定
(5)、その他総会で必要と囲める事項． ．

5総会の議決は委任状を含む出席会員の過半数により決します。

第17条(運営委員会)運営曇員会について次のとおり定めます。 ．
(1)、逼営委員会は運営委員畏が開催し､第4条に定める事業及び活ロ

決定します。
但し､運営委員会は本会則の規定並びに総会の溌決事項に抵触．
できません。 。

(2)．運営要員会は会長､運営乗員長､副会長､事務局長､運営委員に
(3)．運営委員会は､原則として月1回開催することとし､前2号に定めイ

稚務を負うこととします。 。
(4)‘会員はオブザーバーとして､運営要員会に出席し発言することが1

． 但し､隠決に加わることはできません。 ．

第18柴 （事務局） 本会の事務を処理するために事務局を段Eします。
(1). 、事務局に総括責任者として事務局長をおくほか､所要の蹴員をお‘
(2)､職員の採否は運営要員長が事務局会臓の構成員に諮ったうえ決

爾19条(事務局会鰻)車務局会腫について次のとおり定めまず。 ．
(1)．運営妾員会の効率を回るために､運営震員長は事前協議機関とt
(2)．事務局会膿は､会長､運営委員長､副会長､事務局長により構成’

第5章会計

"20条 （会計） 本会の会計は会費､寄付金､委胚事粟費その他をもってまかないます。

γ ・ 』 で6畠,位 l7p1 1 D f ln7



／

.2本会の会計年度は4月1日に始まり､3月31日に終わります。
但し､4月1日以降総会開催日までの間､運営委員長は必要に応じて予
します。

3本会の会計は年1回会計監査を受け､総会において承浬を得ることとし；

第6章その他 ． 、

本会則に定めのない事態が発生したときは､運営婁員会に調いて協蹄L
2本会は全国各地の目的を同じくする会との連帯を図るため『NPO全国骨

協儀会』に加盟します。
3本会は箭岡県内の行政機関､医撫関係者等によって組織されるr鮮岡W
連絡協強会』の一員として活動を行います。

(その他〉第21条

本会則は平成4年4月29日施行､平成5年4月29日一部改定､平成74
平成10年4月29日一部改定､平成12年4月29日一部改定､平成14q

付則

平成16年4月29日一部改定､平成21年4月29日改定しました。

4

一旦

C ・」 七C・供 ノ7． I ･I ･/ In7



様式第1－1号

轄理番号 -=8′

支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）燐

ﾖ遁形漬･研修費･広聴広報費･要繊際罹婚･会議費･閏斗ｲ賊費･資粥膳入費･函･謡諦漬･人ｲﾘ費経費項目

内 容 事務所用携帯電話代

年月 日 令和5年4月25日～令和年 月 日 金額 1,566円

政務活動を行うための連絡に使用するため
目的

令和5年．3月利用分（4月請求効事務所用携帯電話代
使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収琴{鮒枠＞

故障紛失サポート代

（ 3，ケタ円-380円×1.10 )x
↓

418円

姓＝(‘が円

1

| ，92-0g-"|BF | ’*3'55' |KDDIﾘﾖﾌｷﾝ

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

茱分の埋田

政務活動と後援会で案

分

領収書金額(a)

3，/3ゴ円

案分率(b)

1／2

％

…ロ割真冬L ｣額(a×b)

1,56ら円



口座振替のご案内 ( 2023年5月ご請求分）INVOICEFORSERVICES

…
冒濤副機関名?戸デー 〆′
､FINANCIALINSTITUTION

支店名，
BRANCH

同座番号j " .
‘ 訊〆ACCOUNTNUMBER

3， 551円

＊＊＊＊

お支払期限を過ぎますと約款に定めた延滞利息をいただくことがございます。

蕪観，料金内訳害 <凡例>税込または免税料金等: ｢*｣ ､旧税率計算対象料金: 「

蟻 EE P6 ■ 4 . F

琴
一
画》

１
１
０

３
３
０

３
３
５

，
Ｐ
３

３
３
２

０
０
０
０

０
０
０
８

７
５
３
３

Ｊ
刃

３

１

⑳38,
▼通話料／力ケホ（ｹｰﾀｲ/V) 126
通話料 1 3,000

SMS (Cﾒｰﾙ)遥信料 i-2,::;カケホ（ケータイ/V)割引額

家族間SMS全額割引（家族割) r=－6
家族間迦話全額割引(2年契約十家族割) ' -140
▼通信料／ダブル定額Z'(ケータイ/V) 20
逝信料 35
jlK料通信料 -15 ､データ通信量500KB分を割引いたします｡

▼ユニバーサルサービス料 2 ，
▼電話りじﾆｻｰピｽ料 1
▼消費税等(10%) L 302 _______________LQ%消費税の課税対象額aQZa円一一--.---==---F一一一一一一一-一 一~一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一＝一一一一一一一一一一一＝--－一一一一一一一一一一一一一一一→一一一一一一一一一一一一-－－÷一一一一一一-一＝----------－一一言夛

テｰﾀ利用最(データ容量消没あり) O. O1GB

〔 ’●合言

蝉籍…
▼消費税等（10%）

1

０
０

０
２

２

10%消費税の課税対象額 200円I

1

1

l

I卜

裏面もご確認ください刃

L



様式第1－1号

轄理番号 學一
′

支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

政務活動を行う事務所の電気使用のため
目的

事務所電気代4月分 (3月ZZ"～牛月z"日分）使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収識占付枠＞ ｜

、 ｜

、 1

， l

L

畏撹里吊二､ﾖ暇e珊燗皿嬉慨燗や､岬卜J.U#le=
|踊阻fpi､j心､ごv狸扣≦。

I

字
‐
『
岬
・
‐
〃
、
甜
司
１
７
竃
斗
幻
Ｆ
１
、
１

両
Ｎ
〕
Ｎ
四
阿
Ⅱ
Ⅱ
〕
粍
一
竪
雲

涯
凰
型
畑
野
裡
二
裡
狸
二
二
穏
慨

嘩
得
如
眠
Ｈ
ｅ
出
埋
如
禅
迎
恒
星

型
ゴ
ロ
ｅ
己
薫
桝
穐
〃
砲
（
訳
２

・
や
Ｆ
ｍ
Ｎ
Ｎ
附
脚
訓
ｌ
ユ

’

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

ヘ

ダ

J ，

、

経費項目 罐研究費･研修費･広聴広報費･要諦挿緬讃･会議費･資料f賊費･資*臆入費･事務費･認･人糾費

内 容 事務所電気代（4月分）
一

年月 日 令和5年4月28日～令和年 月 日 金額 -1‘37す円

圧
一
両
堂
一

●

Ln

ト

寸

諄
《ロ
禎
猴
一

iく
T
い
川

R
胃

話
号

べ岬
晨榊

､C

一

一

こ〕

〔．

0，

1
酌

（
ト
ー
蝉
ｇ
田
口
Ｎ
唖
寺
，
恩
田
国
Ｎ
皿
、
謹
霊
旺
腿

ロ
ロ
ー
ロ
ロ

且
頓
唾
寸
建
』
嘩
嘱

｜
巨
三
型
三
浬
亘
■
巳
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

案分の理由

嘘
繩

活動と後援会で

のため。

領収書金額(a)

ﾘ〃S-O)円

緊分率㈹）
1／2

％

…動
世÷ﾛ U ロー" ､少■､

2I｡だ円



様式第1－4号

支出詔処書（自動車燃料代）

（会派名。議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）均【 4月分】

一一一一一一雲一一一一一

(経費項目別充当調

※領収書による充当方式

・積上げ減 ：領収書金額（円）×着ﾃ職位）／総走行距離（上記C)M
・充当限度割合による按分:領収書金額（円）×充当限度割合

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 林芳久仁

|く骨副又書貼付市

:喋分の理由
全て政務活動にかかるもの

である。 二::墓 "'0”円 学,0”円

ること。

区分 前回給油願収書貼付分)A 今回(直近⑳給油B 総走行距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km 1ぐ丁、 km

経費項目 君丁f"(km) 積算方法※ 充当額（円）

事務費 2ZS.o 18円×Zおこ':km/- km まり



要領様式1－2

月日 内 容 ． 行 程 走行距離(km)

帆
土

統一地方選

”屯Ⅱ

２
日

11

３
月

ID

４
火

11

５
水

『I

６
木

Ⅱ

７
金

『$

8

土

Ⅳ

９
日

U『

如
月

一般活動

11

火
一般活動

、
水

ふじのくに県民クラブ全員総会
大手嶬搬艤員会:県加へ尋－ｽｱｯﾌﾟ ・一職蝶0湘鮎を聞く

清水区一県庁一清水区 21 ． 2

13

木
山間地15号台風影響地区、県土木事務
所河川改良担当被害場所の状況を聞く

清水区一駿河区一清水
区

19‘ 6

叫
金

一般活動．

喧
土

相談会（2名）市の関係事業と県の相談
内容聞く （後日経過を説明）

清水区内 1 1 ． 3

肥
日

一般活動

17 -

月
中小企業（ノズル生産）半導体の影響と
輸出の状況聞く （社長及び部長に）

清水区一葵区一清水区 22． 7



(単位:km)

月日 内 容 行 程 走行距離(km)

18

火
古雌融錘している罐覗庁から湖的に古鮭回収している力I ヘ・－* 、 ■

バー.ﾚｽ趣ため鍬の鄙繩亨力i蝿(挫賑燗<）
清水区内 16 ． 5

⑲
水

一般活動

加
木

鮒jllﾎ系(山馴||)015号台即鱸場所唯朧個を湖(写真を21
Hk刷る)認士ﾎ事獅工享2誹諏

清水区一駿河区一清水
区

19． 6

21

金

野村生涯教育センター講座（用宗研修館）
"111ﾎ細則IIO鵬鎮吐ﾎ事獅ｴ事2誹刷､市識一緋湘
搬ける

清水区一駿河区一清水
区

19． 6

翠
士

団体関係者45人に国政及び県議から県
政の課題他報告と質疑応答を行う

清水区内 6 ． 7

幻
日

蕊蠣榊郡で､鯛和睦|こ被割I"tめ鵬確認した｡今獅に
詳しく湖を ﾙ6

清水区内（蒲原含む） 28 ． 7

塑
月

一般活動

お
火

静岡地域労働組合幹事会（中小企業への
県の政策要望協議） ‐

清水区一葵区一清水区 16 ． 8

泌
水

一般活動

”
木

一般活動

魂
金

ふじの<に県民クラブ全員総会（会派控
室）

清水区一県庁一清水区 21 ． 2

”
土

県龍ﾊﾞﾝｸを縦ﾅ碓鑑(離合馴鵠)県鱸雛雛鼈･肺

繩･鰐･櫃と落錬摸
清水区一県福祉会館一
清水区

21 ． 1

合 計 2&j| ｡



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）鈴

政務活動を行う事務所の水道使用のため
目的

事務所水道料 令和5年2月分

令和5年3月分
使途

政務活動・

県政との

関連性．

＜領収書貼付枠＞

「 －
1 ､ .．

~I

辰
野
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埋

、
局
留
叶
叩
長
年
壼
認
鑿

柳
堤
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姻
Ｋ
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学
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毎
」
海
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帥
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▲

蕊
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当
扇
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与
羅
や
罷
頓
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冊
斗
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地
軸
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く

侶
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鮠

・
島
や
狸
〉
し
今
珈
輩
ｕ

ｓ
煮
埜
他
自
与
阜
ｅ
則
。
や
や

覆
藍
型
ｅ
伊
裡
当
日
綻
弾
謡
燗

露
頓一
迄
佃
正
一
針
四
二
町
菅
年
》

ｕ
ざ
鞭
樟
却酔〆

岬
祁
旺
埋
》 玩’ ＝－ ヮ¥釦 射映〆

※案分による支出がある場合は、領収書等の金額､案分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号

’ロ『匝守叶いロ
（
モ
）
串
田
蓑
摂
取

（
モ
）
頃
署
旺
埋

Ｊ
’
四
『
匝
函
出
岫
屋
や
含
志
鰹
回
塩
）

蓄
爵
菖
曝
鴬
睡

蓄
爵
菖
曝
鴬
睡

｛
也
守
一
）

〃

②
。
④
阜
司

（
湯
訓
堅
澤
甑
淫
組
①

（
圧
）
燗
葵
鋼
吾

（
溌
刑
堅
澤
鼠
浜
抑
ｃ

（
圧
）
葉
旺
埋
鋼
署
催

塵
二
屯
‐
一
、

（
正
）
麗
領
梼
躯

中
偶
鵬
回
か

案分の理由

政務活動と後援会で

使用のため。

』ア、 ｰ胃一…、ｰ〃

1, 606円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

803円


